
児童生徒・教職員等が ※ 濃厚接触者については

※２
※３

○ＰＣＲ検査等の結果や保健所の調査・指導については、大学に報告する。

（注）接触者とは、濃厚接触者の定義には該当しないが、保健所に行政検査の対象に
選定された者をいう。

学校の一部又は全部の臨時休業

例）
・家庭内感染ではない感染者が複数発生
・感染者が不特定多数との間でマスク着用なし
で近距離で接触があった

※１

学校において新型コロナウイルス感染症が発生した場合のフロー

陽性 陰性

濃厚接触者、接触者がいる場合 濃厚接触者、接触者がいない場合

情報収集（年齢、性別、居住地、検査を受けた医療機関等）し、大学へ連絡ＰＣＲ検査等を受けることになった場合

陽性 陰性（濃厚接触者として検査） 陰性（発熱等により検査）陰性（接触者（注）として検査）

保健管理体制の整備

学校内の消毒 等

2
1

※２ 感染者と最後に濃厚接触をした日
の翌日から起算して２週間は出席停止

※３ 登校可能
なお、保健所から健康観察等の指導が
あった場合は、それに従う。

※４ 治癒後は登校

学校内で感染が広がっている可能性が高い場合

保健所が校内の濃厚接触者・接触者を特定

原則として、学校教育活動の継続

※１ 治癒するまで出席停止

保健所の調査や学校医の助言等を踏まえ検討、判断




